
亀山市事務分掌規則の一部を改正する規則をここに公布する。  

平成２７年１０月２日  

                          亀山市長  櫻  井  義  之  

亀山市規則第３４号  

 

   亀山市事務分掌規則の一部を改正する規則  

 

 亀山市事務分掌規則（平成１８年亀山市規則第１号）の一部を次

のように改正する。  

 第５条第４項に次の１号を加える。  

（８）個人番号の通知及び個人番号カードの交付に関すること。  

   附  則  

 この規則は、平成２７年１０月５日から施行する。  


